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◎
社
会
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
対
照
表 

○
社
会
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
抄
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

修 
 

 

正 
 

 

後 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

修 
 

 

正 
 

 

前 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

（
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改

正
） 

第
五
条 

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

十
九
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

〔
略
〕 

 

附
則
第
一
条
中
「
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
四
月
一

日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
次
条
」
を
「
次
条
第
一
項
及
び
第
三
項
」
に

改
め
、
同
条
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。 

 
 

四 

次
条
第
二
項
の
規
定 

社
会
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
二
十
八
年
法
律
第 

 
 

号
）
の
公
布
の
日 

 
 

五
・
六 

〔
略
〕 

 
 

〔
略
〕 

 

（
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

（
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改

正
） 

第
五
条 

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

十
九
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

〔
略
〕 

 

附
則
第
一
条
中
「
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
四
月
一

日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
次
条
」
を
「
次
条
第
一
項
及
び
第
三
項
」
に

改
め
、
同
条
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。 

 
 

四 

次
条
第
二
項
の
規
定 

社
会
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
二
十
七
年
法
律
第 

 
 

号
）
の
公
布
の
日 

 
 

五
・
六 

〔
略
〕 

 
 

〔
略
〕 

 

（
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 
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附
則
第
十
三
条
第
二
項
中
「
平
成
三
十
八
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三

十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
第
六
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第

三
条
」
を
「
新
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
は
、
同
項
中
「
介
護
福
祉
士
」
と
あ
る
の
は
、
「
介
護
福
祉

士
（
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
二
号
）
附
則
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定

す
る
特
定
登
録
者
で
あ
つ
て
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
研
修
課
程
を
修

了
し
て
い
な
い
も
の
を
除
く
。
）
」
と
し
、
社
会
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
平

成
十
九
年
一
部
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
二
」
に
改
め
、
「
（
次
条
第

三
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
」
と
い
う
。
）
」

を
削
り
、
「
に
つ
い
て
は
」
の
下
に
「
、
同
年
四
月
一
日
以
後
は
」
を
加
え
、

同
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。 

 

９
～
11 

〔
略
〕 

 
 

附
則
第
十
四
条
第
三
項
中
「
者
に
対
す
る
」
の
下
に
「
附
則
第
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
」
を
加
え
、
「
あ
る
の
は
「
喀
痰
吸
引
等
」

を
「
あ
る
の
は
「
喀か

く

痰た
ん

吸
引
等
」
に
改
め
、
「
と
し
、
」
の
下
に
「
新
社
会
福

祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
同
項
中

「
医
師
の
指
示
の
下
に
、
」
と
あ
る
の
は
「
医
師
の
指
示
の
下
に
、
介
護
サ
ー

 
 

附
則
第
十
三
条
第
二
項
中
「
平
成
三
十
八
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三

十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
第
六
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第

三
条
」
を
「
新
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
は
、
同
項
中
「
介
護
福
祉
士
」
と
あ
る
の
は
、
「
介
護
福
祉

士
（
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
二
号
）
附
則
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定

す
る
特
定
登
録
者
で
あ
つ
て
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
研
修
課
程
を
修

了
し
て
い
な
い
も
の
を
除
く
。
）
」
と
し
、
社
会
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
平

成
十
九
年
一
部
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
二
」
に
改
め
、
「
（
次
条
第

三
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
」
と
い
う
。
）
」

を
削
り
、
「
に
つ
い
て
は
」
の
下
に
「
、
同
年
四
月
一
日
以
後
は
」
を
加
え
、

同
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。 

 

９
～
11 

〔
略
〕 

 
 

附
則
第
十
四
条
第
三
項
中
「
者
に
対
す
る
」
の
下
に
「
附
則
第
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
」
を
加
え
、
「
あ
る
の
は
「
喀
痰
吸
引
等
」

を
「
あ
る
の
は
「
喀か

く

痰た
ん

吸
引
等
」
に
改
め
、
「
と
し
、
」
の
下
に
「
新
社
会
福

祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
同
項
中

「
医
師
の
指
示
の
下
に
、
」
と
あ
る
の
は
「
医
師
の
指
示
の
下
に
、
介
護
サ
ー
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ビ
ス
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

二
十
三
年
法
律
第
七
十
二
号
）
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を

受
け
た
者
ご
と
に
当
該
認
定
に
係
る
」
と
、
「
喀
痰
吸
引
等
の
う
ち
当
該
認
定

特
定
行
為
業
務
従
事
者
が
修
了
し
た
次
条
第
二
項
に
規
定
す
る
喀
痰
吸
引
等

研
修
の
課
程
に
応
じ
て
」
と
あ
る
の
は
「
喀か

く

痰た
ん

吸
引
等
の
う
ち
」
と
し
、
社
会

福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第 

 
 

号
）
第

五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
平
成
十
九
年
一
部
改
正
法
第
三
条
の
二
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
附
則
第
十
条
第
一
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
」
を
加
え
、
「
改
正
後
の
社
会
福
祉
士
及
び
介

護
福
祉
士
法
附
則
第
十
条
第
一
項
」
を
「
同
項
」
に
改
め
る
。 

  
 

 

附 

則 

第
九
条 

〔
略
〕 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
選
任
は
、
施
行
日
に
お
い
て
、
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
社
会
福
祉
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
項
中
「
、
選
任
後
」
と
あ
る
の
は
「
、
社
会
福
祉
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第 

 
 

号
）
の
施
行
の
日
以
後
」

と
、
「
を
選
任
後
」
と
あ
る
の
は
「
を
同
日
以
後
」
と
す
る
。 

３ 

〔
略
〕 

ビ
ス
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

二
十
三
年
法
律
第
七
十
二
号
）
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を

受
け
た
者
ご
と
に
当
該
認
定
に
係
る
」
と
、
「
喀
痰
吸
引
等
の
う
ち
当
該
認
定

特
定
行
為
業
務
従
事
者
が
修
了
し
た
次
条
第
二
項
に
規
定
す
る
喀
痰
吸
引
等

研
修
の
課
程
に
応
じ
て
」
と
あ
る
の
は
「
喀か

く

痰た
ん

吸
引
等
の
う
ち
」
と
し
、
社
会

福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第 

 
 

号
）
第

五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
平
成
十
九
年
一
部
改
正
法
第
三
条
の
二
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
附
則
第
十
条
第
一
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
」
を
加
え
、
「
改
正
後
の
社
会
福
祉
士
及
び
介

護
福
祉
士
法
附
則
第
十
条
第
一
項
」
を
「
同
項
」
に
改
め
る
。 

  
 

 

附 

則 

第
九
条 

〔
略
〕 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
選
任
は
、
施
行
日
に
お
い
て
、
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
社
会
福
祉
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
項
中
「
、
選
任
後
」
と
あ
る
の
は
「
、
社
会
福
祉
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第 

 
 

号
）
の
施
行
の
日
以
後
」

と
、
「
を
選
任
後
」
と
あ
る
の
は
「
を
同
日
以
後
」
と
す
る
。 

３ 

〔
略
〕 

 
 

 


